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（提案理由） 

 この案を提出するのは、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７

２号）が平成２４年９月５日に公布されたことに伴い、この条例の一部を改正する

ため必要があるからである。 
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 大口町議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大口町議会政務調査費交付に関する条例（平成１３年大口町条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

大口町議会政務活動費の交付に関する条例 

本則中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

第 1 条中「及び第１５項」を「、第１５項及び第１６項」に、「調査研究」を「調

査研究その他の活動」に改める。 

第５条中「規則」を「別表」に、「町政に関する調査研究のための経費以外」を

「その他の経費」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第５条関係） 

会派に係る政務活動費使途基準 

項 目 内         容 
研 修 費 会派が行う研修会等に必要な経費又は会派に所属する議員が他の

団体の行う研修会等に参加するために要する経費（会場費・器械

類借上げ費・講師謝礼金・研修負担金・交通費・宿泊費等） 
調査研究費 会派が行う調査研究活動のため必要な先進地調査等に要する経費

（交通費・宿泊費等） 
会 議 費 会派が行う会議、政策等を審議するための会議に要する経費（会

場費・器械類借上げ費・印刷費等） 
資料作成費 会派が行う調査研究活動に伴う資料の作成に要する経費（印刷

費・原稿料等） 
資料購入費 会派が行う調査研究活動のため必要な図書・資料等の購入及び利

用に要する経費 
広報・広聴費 １ 会派が行った調査研究結果の報告、議会活動及び町の施策に

ついて地域住民にＰＲするために要する経費 
２ 会派が行う住民の意識調査など広聴活動に要する経費 

（広報紙・印刷費・送料・会場費等） 
事 務 費 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費（事務用品・備

品購入費・通信費等） 
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附 則 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大口町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の

日前にこの条例による改正前の大口町議会政務調査費交付に関する条例の規定

により交付された政務調査費については、なお従前の例による。    
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大口町議会政務調査費交付に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

大口町議会政務活動費の交付に関する条

例 

大口町議会政務調査費交付に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１００条第１４項、第１５

項及び第１６項の規定に基づき、大口町議会

議員の調査研究その他の活動に資するため必

要な経費の一部として、議会における会派に

交付する政務活動費に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１００条第１４項及び第１

５項の規定に基づき、大口町議会議員の調査

研究に資するため必要な経費の一部として、

議会における会派に交付する政務調査費に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） （交付対象） 

第２条 政務活動費は、町政に関する調査研究

その他の議会活動を行うことを目的として、

議長に結成を届け出た会派（会派に所属する

議員が１人の場合を含む。）に対し、交付す

る。 

第２条 政務調査費は、町政に関する調査研究

その他の議会活動を行うことを目的として、

議長に結成を届け出た会派（会派に所属する

議員が１人の場合を含む。）に対し、交付す

る。 

（交付額及び交付方法） （交付額及び交付方法） 

第３条 政務活動費の額は、１の会派における

毎年度４月１日現在の所属議員の数に１人当

たり年額６万円を乗じて得た額とする。 

第３条 政務調査費の額は、１の会派における

毎年度４月１日現在の所属議員の数に１人当

たり年額６万円を乗じて得た額とする。 

２ 町長は、規則に定める請求書を受理した場

合は、速やかに政務活動費を交付するものと

する。ただし、年度途中において議員の任期

が満了する場合は、４月から任期満了日の属

する月までの月数を１２で除して得た数に、

前項に規定する年額を乗じて得た額を、年度

途中に新たに会派が結成されたときは、会派

が結成された日の属する月以後の月数を１２

で除して得た数に、前項に規定する年額を乗

じて得た額を交付するものとする。この場合

において、交付額に１００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 町長は、規則に定める請求書を受理した場

合は、速やかに政務調査費を交付するものと

する。ただし、年度途中において議員の任期

が満了する場合は、４月から任期満了日の属

する月までの月数を１２で除して得た数に、

前項に規定する年額を乗じて得た額を、年度

途中に新たに会派が結成されたときは、会派

が結成された日の属する月以後の月数を１２

で除して得た数に、前項に規定する年額を乗

じて得た額を交付するものとする。この場合

において、交付額に１００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（政務活動費の調整及び返還） （政務調査費の調整及び返還） 

第４条 政務活動費の交付を受けた会派に、年

度途中において所属議員数に異動が生じ、又

第４条 政務調査費の交付を受けた会派に、年

度途中において所属議員数に異動が生じ、又
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新 旧 

は政務活動費の交付を受けた会派から新たに

別の会派が結成され、若しくは政務活動費の

交付を受けた会派が解散した場合等は、次に

定めるところにより政務活動費の調整を行う

ものとする。 

は政務調査費の交付を受けた会派から新たに

別の会派が結成され、若しくは政務調査費の

交付を受けた会派が解散した場合等は、次に

定めるところにより政務調査費の調整を行う

ものとする。 

(1) 会派間で所属議員数に異動が生じた場合

又は新たに会派が結成され、若しくは会派

が解散した場合等で残金があるときは、当

該会派の所属議員数に応じて政務活動費を

調整する。 

(1) 会派間で所属議員数に異動が生じた場合

又は新たに会派が結成され、若しくは会派

が解散した場合等で残金があるときは、当

該会派の所属議員数に応じて政務調査費を

調整する。 

(2) 会派の所属議員が議員でなくなった場合

において、政務活動費に残金があるときは、

議員でなくなった者に相当する政務活動費

を調整し、返還しなければならない。 

(2) 会派の所属議員が議員でなくなった場合

において、政務調査費に残金があるときは、

議員でなくなった者に相当する政務調査費

を調整し、返還しなければならない。 

（使途基準） （使途基準） 

第５条 会派は、政務活動費を別表に定める使

途基準に従って使用するものとし、その他の

経費に使用してはならない。 

第５条 会派は、政務調査費を規則に定める使

途基準に従って使用するものとし、町政に関

する調査研究のための経費以外に使用しては

ならない。 

（経理責任者） （経理責任者） 

第６条 会派には、政務活動費に関する経理責

任者を置かなければならない。 

第６条 会派には、政務調査費に関する経理責

任者を置かなければならない。 

（収支報告書の提出） （収支報告書の提出） 

第７条 会派の代表者は、１の年度の政務活動

費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支

報告書」という。）を、規則に定める様式に

より年度内又は年度終了日の翌日から起算し

て３０日以内に議長に提出しなければならな

い。 

第７条 会派の代表者は、１の年度の政務調査

費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支

報告書」という。）を、規則に定める様式に

より年度内又は年度終了日の翌日から起算し

て３０日以内に議長に提出しなければならな

い。 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 政務活動費について残金が生じた場合は、

収支報告書の提出と同時に返還しなければな

らない。 

４ 政務調査費について残金が生じた場合は、

収支報告書の提出と同時に返還しなければな

らない。 

（委任） （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、政務活

動費について必要な事項は、規則で定める。 

第９条 この条例に定めるもののほか、政務調

査費について必要な事項は、規則で定める。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

  地方自治法の一部改正により、政務調査費が政務活動費へ名称変更され、使途

についてこれまでの調査研究に加え、「その他の活動」が追加されました。また、

経費の範囲については、条例で定めることとされたため、本条例を改正します。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改め、交付目的を「議員の調査研

究に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改めま

す。 

 (2) 規則に委ねられていた政務調査費使途基準について、条例で定めます。 

   

３ 施行期日 

  平成２５年４月１日から施行します。 


